
保護者の皆さまへ

大津市立瀬田中学校

有意義な夏休みに！

いよいよ夏休みが始まります。約４０日にわたる長期の休みは、子どもたちが、家庭

や地域との交流などを通して自主性・創造性・社会性を育むのに最適な時期です。しか

しその反面、昼夜逆転の生活のリズムになったり、万引き等の犯罪やそれに結びつくよ

うな心配な行動が多くあらわれる時期でもあります。

保護者の皆さまには、子どもたちの状況把握に努めていただくとともに、親子で一緒

に活動をしたり、話し合う場を設けるなどして、子どもの思いや願いに耳を傾ける機会

をつくっていただくことをお願いいたします。

また、保護者の責任として「悪いことは悪い」という毅然とした指導も合わせてお願

いいたします。

なお、下記の事項にご留意いただき、子どもたちが毎日を有意義に過ごせますようご

指導をお願いいたします。

１ 自己の成長や生き方について考えさせるとともに、家庭や地域社会の一員とし

ての自覚を高めさせるために。

＊１学期を振り返り、２学期以降の学校生活のあり方を考えるのにふさわしい時期で

す。この機会を生かして、子どもたちが新たな希望や目標を持ち、その実現に向け

て努力できるよう、学習や生活の両面にわたり家族で話し合う時間を持ちましょう。

＊夏休み中は、家族で出かける機会も増えると思います。家族のだんらんを通して家

族の一員としての自覚を持たせたり、地域の奉仕活動や伝統的な活動への参加を通

して、地域社会の一員としての自覚を持たせたりするよい機会としましょう。

２ 健康・安全に留意させるために。

＊とかく生活が不規則になりがちな時期です。夜更かし、暴飲暴食を避け、規則正し

い生活を心掛けさせましょう。

＊今年も暑い夏になりそうです。食中毒や熱中症に対する知識を持ち、予防に努めま

しょう。

＊交通事故に遭わないように、子どもたちに交通ルールやマナーの徹底を図りましょ

う。また、子どもたちが外出する際には、一声かけて注意を喚起しましょう。

＊日没も遅く、つい帰宅時間が遅くなりがちです。外出時には「いつ」「どこへ」「だ

れと」「何をしに」「いつ帰る」など、子どもの状況を把握するとともに、子ども

の安全に留意しましょう。

＊不審電話や不審な来訪者に対して、具体的な対処法を確認しておきましょう（特に

子どもたちだけになるとき）。

＊人の命を奪ったり傷つけたりする行為につながる刃物やエアガン等を携帯させない

ようにしましょう。

＊危険箇所の確認や危険性について指導しておきましょう。

→瀬田は、瀬田川や琵琶湖、池など水辺が多いところです。

水の事故については十分注意しましょう。



３ 問題行動を防止するために。

＊万引き・自転車盗・バイク盗・無資格運転・不法侵入・薬物乱用等、法に触れる行

為には保護者として毅然とした態度で子どもに接しましょう。

→花火大会や夏祭りなど夜間の外出の機会が増える時期です。飲酒や喫煙などの問題行動が危惧

されます。子どもたちの交友関係や様子の変化に注意を払いましょう。

＊お金の使い方について注意をしましょう。また、いろいろな誘惑やトラブル等の心

配が多いカラオケやゲームセンターなどへの子どもたちだけの出入りや、大型量販

店への無用な出入りは控えさせましょう。

→瀬田地域には大型ショッピングモールがあります。大型量販店の適切な利用のしかたについて、

ご家庭でも話し合いをお願いします。

＊花火の季節でもあります。思わぬ大火になることもありますので、花火をする際の

注意点については家庭で話し合い、不用意な火遊びは絶対にさせないようにしまし

ょう。

＊インターネットや携帯電話の利便性の裏に潜む危険性を理解させるとともに、子ど

もの利用状況の把握をしておきましょう。

→インターネットの「掲示板」への書き込みが原因でトラブルも起こっています。その他、インターネッ

トや携帯電話を利用した事件・犯罪も増加しています。子どもたちのインターネットや携帯電話の

使用について、ご家庭でのご指導もよろしくお願いします。

LINEや Twitterによるトラブル全県的に
急増中！家庭でのルール作りを！

＊無断外泊や家出は、二次的な問題行動につながる可能性が高い上、犯罪に巻き込ま

れたり、いのちに関わる問題に発展したりする危険性があります。その危険性を踏

まえ、無断外泊を絶対にさせないようにしましょう。

→夜１１時以降の未成年者の外出は「滋賀県青少年の健全育成に関する条例」により、補導の対象

になります。やむを得ない深夜の外出に際しては、必ず保護者が同伴してください。

４ その他

＊アルバイトは禁止です。

＊お盆(８月１１日～８月１９日)は、学校閉校日となります。

＊何か変わったことがあれば、学校へ連絡してください。
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不審者から身を守ろう！

◎被害にあわないために

・昨今の社会、通り魔的な犯行はいつ、どこで起きても不思議ではない。「おか

しい、危害を加えられる」と感じたらすぐさま逃げる、助けを求める、１１０

番通報する。

・登下校は複数で行い、道草はしない。

・防犯ブザーやホイッスルを持つ（いざというときに、すぐに使えるところに持

っておく）。

・遊びに出るときは家の人に、どこへ行くのか、誰と遊ぶのか、何時に帰るのか

を必ず知らせておく。

◎犯行に直面したら…

・大声を出し、助けを求める、騒ぐ、防犯ブザーなどを鳴らす。

・逃げるか、「こども１１０番のいえ」などの緊急避難先（付近の店や民家など

でもいい）に飛び込む。

・捕まったら手に噛みつくなどして抵抗する。車に連れ込まれても最後まであき

らめないでスキを探す。

◎その後の対応

・家の人などに被害にあったことを知らせ、不審者の特徴や車などについてでき

るだけ

詳しく警察に届ける（通報する）。

・負傷した場合は、病院で診察治療を受け、診断書をもらっておく。

・被害の状況を学校や幼稚園などに連絡し、他の園児、児童、生徒が被害にあわ

ないよう注意を喚起する。

（参考：「もしも…の時に なくそう犯罪 ポケットマニュアル」（滋賀県県民生活課 発行））



もしも交通事故に遭ったら…
あ

交通安全を心がけていても、交通事故が起こることがあります。被害者としてだ

けでなく、自転車乗車時なら、加害者になってしまうこともあります。

・被害者になったら…

軽い交通事故にあった場合でも、直後にしなければならないのは、次の３つ。

１．警察への通報 ・（加害者・被害者を問わず運転者（自転車も含む）の義務として法律

で定められています。どんな小さな事故でも最寄りの警察に報告！）

２．相手の確認 ・相手の名前や住所・連絡先等を教えてもらいましょう。

３．軽いケガでも病院に行く ・軽いと思っていたケガが、あとになって重いことが

わかることがあります。

＊自分にぶつかった車が逃げた場合は、車のナンバー・色・形・車種、運転手

の特徴等を覚えておきましょう。

・加害者になったら…

１．負傷者の救護

負傷者を救護して救急車(１１９番)を手配しましょう。

２．危険防止の措置

他の人や車に危険が及ばないようにしましょう。

３．警察への通報

どんな小さな事故でも最寄りの警察(１１０番)に報告しましょう。

４．相手の確認

事故の相手に自分の名前や連絡先などを伝え、相手の名前なども教えてもらいまし

ょう。相手のケガが軽くても必ず病院で診察を受けてもらいましょう。

・交通事故を目撃したら…

１．目撃者としての情報（車のナンバー・色・形・車種、事故発生時の状況等）

を覚え、提供しましょう。

２．ケガ人の救護にあたりましょう。

上記のような対応ができればそれにこしたことはありませんが、携帯電話等の連

絡手段がなかったり、いろいろな判断に迫られたりで、中学生のみなさんがその場

で事故の対処をするのは大変難しいと思います。その場合は、すぐに近くの大人に

助けを求めましょう。「こども１１０番のいえ」をはじめ、近くの大人に助けを求

め、「１１０番通報をしてもらう」、また「お家の人や学校に連絡してもらう」よ

うに頼みましょう。


